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ド
イ
ツ
が
毎
年
輸
入
す

る
ガ
ス
の
う
ち
、
55
％
が

「
敵
国
」
ロ
シ
ア
か
ら
来

て
い
る
。
こ
の
輸
入
量
を

他
の
国
か
ら
の
ガ
ス
で
代

替
す
る
の
は
、
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。

　
ハ
ー
ベ
ッ
ク
経
済
気
候

保
護
大
臣
は
「
今
年
の
冬

は
乗
り
切
れ
る
が
、
ロ
シ

ア
が
ド
イ
ツ
へ
の
ガ
ス
供

給
を
完
全
に
止
め
た
場

合
、
他
国
か
ら
の
輸
入
量

を
増
や
し
て
も
、
２
０
２

２
～
23
年
の
冬
に
ロ
シ
ア

か
ら
の
輸
入
量
を
完
全
に

代
替
で
き
る
保
証
は
な

い
」
と
語
っ
て
い
る
。
液

化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

の
陸
揚
げ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の

建
設
も
ま
も
な
く
始
め
る

が
、
完
成
ま
で
に
少
な
く

と
も
４
年
は
か
か
る
。
ド

イ
ツ
が
ロ
シ
ア
か
ら
の
ガ

ス
禁
輸
に
踏
み
切
れ
な
い

の
は
そ
の
た
め
だ
。
ド
イ

ツ
・
Ｅ
Ｕ
は
ソ
連
が
１
９

８
０
年
代
の
東
西
冷
戦
た

け
な
わ
の
時
代
に
も
、
忠

実
に
ガ
ス
を
西
欧
に
供
給

し
続
け
た
こ
と
に
よ
る
安

心
感
か
ら
、
ロ
シ
ア
へ
の

依
存
度
が
高
ま
る
の
を
許

容
し
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
、
ド
イ
ツ
と
Ｅ

Ｕ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
定
供

給
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て

「
人
質
」
に
さ
れ
た
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
ロ
シ
ア

軍
が
軍
事
目
標
だ
け
で
は

な
く
、
病
院
、
学
校
、
高

層
ア
パ
ー
ト
な
ど
に
も
無

差
別
爆
撃
・
砲
撃
を
繰
り

返
し
、
多
く
の
死
傷
者
が

出
て
い
る
。

　
ベ
ル
ギ
ー
の
シ
ン
ク
タ

ン
ク
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
研

究
所
の
ス
グ
ラ
バ
ッ
テ
ィ

研
究
員
は
「
ド
イ
ツ
の
ガ

ス
企
業
は
ガ
ス
代
金
と
し

て
、
ロ
シ
ア
に
１
日
当
た

り
２
億
ユ
ー
ロ
（
２
６
０

億
円
、
１
ユ
ー
ロ
＝
１
３

０
円
換
算
、
以
下
同
じ
）

を
払
っ
て
い
る
。
同
国
は

今
年
２
月
に
ロ
シ
ア
に
56

億
ユ
ー
ロ
（
７
２
８
０
億

円
）
払
っ
た
」
と
主
張
す

る
。
同
研
究
所
に
よ
る

と
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
３
月

３
日
に
ガ
ス
プ
ロ
ム
に
払

っ
た
ガ
ス
代
金
は
６
億
６

０
０
０
万
ユ
ー
ロ
（
８
５

８
億
円
）
に
達
す
る
。
欧

州
委
員
会
に
よ
る
と
、
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
の
企
業
が
ガ

ス
、
原
油
、
石
炭
な
ど
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
対
し
て

支
払
う
代
金
は
、
１
日
当

た
り
10
億
ユ
ー
ロ
（
１
３

０
０
億
円
）
に
上
る
。

　
Ｅ
Ｕ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政

府
か
ら
、
「
プ
ー
チ
ン
大

統
領
の
侵
略
戦
争
に
間
接

的
に
資
金
を
提
供
し
て
い

る
」
と
批
判
さ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
。

　
ド
イ
ツ
政
府
は
ロ
シ
ア

へ
の
依
存
度
を
減
ら
す
た

め
に
、
30
年
に
予
定
し
て

い
る
脱
石
炭
を
遅
ら
せ
る

こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。

一
部
の
州
首
相
か
ら
は

「
今
年
末
に
廃
止
が
予
定

さ
れ
て
い
る
３
基
の
原
子

炉
の
運
転
期
間
を
延
長
す

る
べ
き
だ
」
と
い
う
声
も

出
て
い
た
が
、
シ
ョ
ル
ツ

政
権
は
「
需
給
逼
迫
の
緩

和
に
は
大
き
く
貢
献
で
き

な
い
」
と
し
て
、
脱
原
子

力
は
予
定
通
り
実
施
す
る

方
針
だ
。

　
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
で
は
持
続

可
能
性
だ
け
で
は
な
く
、

安
全
保
障
を
も
重
視
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

事
実
に
よ
う
や
く
目
覚
め

た
。
彼
ら
は
次
の
冬
が
来

る
前
に
、
ロ
シ
ア
へ
の
依

存
か
ら
脱
却
で
き
る
だ
ろ

う
か
？（

３
月
15
日
現
在
）

　
※
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
を

優
先
す
る
た
め
、
海
外
面

に
そ
の
他
の
テ
ー
マ
を
掲

載
中
で
す
。

（
文
・
絵
　
熊
谷
　
徹
　

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
在
住
）

筆
者
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
欧
州
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
の
影（
下
）

（ 2997 ）

事
項
（
第
13
章
）
な
ど
に
も

触
れ
て
い
る
。

　
認
識
・
測
定
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
実
務
上
は
、
い
か

に
注
記
を
行
う
か
が
懸
念
に

な
る
が
、
第
10
章
で
は
具
体

的
な
開
示
例
を
示
し
て
お

り
、
極
め
て
実
践
的
で
あ

る
。
ま
た
、
新
た
な
基
準
の

適
用
の
際
に
論
点
と
な
る
経

過
措
置
を
含
む
移
行
に
当
た

っ
て
の
会
計
処
理
や
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
の
初
度
適
用
と
の
関
係

も
、
第
11
章
で
30
㌻
に
わ
た

り
示
さ
れ
て
い
る

　
次
に
、
改
訂
版
で
は
、
例

え
ば
、
保
険
獲
得
キ
ャ
ッ
シ

ュ
フ
ロ
ー
に
関
す
る
追
加
修

正
な
ど
、
20
年
６
月
に
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
第
17
号
を
限
定
的
に
改

正
し
た
部
分
も
含
ん
で
い

る
。
ま
た
、
初
版
で
は
、
各

所
に
記
載
し
て
い
た
移
行
リ

ソ
ー
ス
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｔ
Ｒ

Ｇ
）
で
の
議
論
を
、
最
後
に

「
補
章
」
と
し
て
ま
と
め
て

い
る
。
こ
れ
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｇ
で

の
議
論
が
２
０
２
０
年
改
正

前
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
17
号
を
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
、
今
後

も
議
論
が
行
わ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
得
る
こ
と
、
議
論
は

権
威
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
か
ら
と
考
え
ら
れ

る
。

　
ま
た
、
改
訂
版
で
は
、
経

営
管
理
と
し
て
の
意
義
や
財

務
健
全
性
規
制
の
動
向
を
記

載
し
て
い
る
第
14
章
を
大
幅

に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い

る
。
25
年
４
月
か
ら
実
施
が

見
込
ま
れ
て
い
る
経
済
価
値

ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規

制
は
も
と
よ
り
、
欧
州
・
米

国
に
加
え
て
、
中
国
の
動

向
、
ま
た
、
非
財
務
情
報
に

関
す
る
開
示
基
準
を
設
定
す

る
国
際
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

基
準
審
議
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
）

に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

財
務
諸
表
を
中
心
と
し
た
財

務
報
告
か
ら
、
気
候
関
連
な

ど
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報

も
含
む
財
務
報
告
へ
の
拡
張

は
、
機
関
投
資
家
と
し
て
、

ま
た
、
自
然
災
害
な
ど
の
保

険
リ
ス
ク
に
関
連
す
る
問
題

と
し
て
、
特
に
保
険
会
社
で

は
注
視
し
て
い
く
べ
き
論
点

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
15
章
で
は
、

22
年
12
月
15
日
以
降
開
始
す

る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ

る
会
計
基
準
更
新
書
（
Ａ
Ｓ

Ｕ
）
第
２
０
１
８
―
12
号

「
長
期
保
険
契
約
に
関
す
る

会
計
処
理
の
限
定
的
な
改

善
」
を
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
本
書
の

使
い
方
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
本
書
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
第
17
号
を
中
心
に
、
そ
の

適
用
に
取
り
組
む
実
務
家
を

対
象
に
し
て
い
る
。
入
門
者

に
は
扱
い
づ
ら
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
本
書
が
会

計
実
務
に
役
立
つ
こ
と
を
目

的
と
し
た
実
務
書
で
あ
る
か

ら
で
あ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
17

号
の
適
用
を
一
義
的
と
す
る

方
々
に
は
、
大
い
に
参
考
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　（
Ａ
５
判
／
４
８
０
㌻
、

保
険
毎
日
新
聞
社
刊
、
22
年

３
月
１
日
発
行
、
税
込
４
６

２
０
円
）

　
周
知
の
よ
う
に
、
有
価
証

券
報
告
書
の
連
結
財
務
諸
表

に
お
い
て
は
、
２
０
１
０
年

３
月
期
か
ら
、
日
本
の
会
計

基
準
に
代
え
て
国
際
会
計
基

準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
を
適
用
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
現
在
、
２
５
０
社
程
度

が
適
用
し
て
お
り
、
こ
れ
は

上
場
企
業
の
約
７
％
で
あ
る

が
、
時
価
総
額
に
占
め
る
割

合
は
40
％
以
上
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
１
９
９
７

年
の
検
討
開
始
か
ら
20
年
に

わ
た
る
議
論
を
経
て
、
２
０

１
７
年
に
公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
第
17
号
「
保
険
契
約
」

が
、
そ
の
後
の
改
正
を
経

て
、
当
初
よ
り
２
年
延
期
さ

れ
た
23
年
１
月
１
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
影

響
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を
任
意
適

用
し
て
い
る
企
業
だ
け
で
は

な
く
、
日
本
の
会
計
基
準
を

適
用
し
て
い
る
企
業
に
も
及

ぶ
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

　
そ
れ
は
、
連
結
財
務
諸
表

を
作
成
す
る
場
合
、
親
会
社

と
子
会
社
が
採
用
す
る
会
計

方
針
を
統
一
す
る
必
要
が
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
在
外
子

会
社
に
お
い
て
も
日
本
の
会

計
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
実
務
上
の
実
行
可

能
性
等
を
考
慮
し
、
在
外
子

会
社
の
財
務
諸
表
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
ま
た
は
米
国
会
計
基
準
に

準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る

場
合
、
そ
れ
ら
を
連
結
決
算

手
続
き
上
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
こ
の
た
め
、

保
険
契
約
を
引
き
受
け
て
い

る
在
外
子
会
社
が
、
日
本
の

保
険
会
計
に
準
拠
し
な
い
場

合
（
実
務
上
、
で
き
な
い
場

合
も
含
む
）
に
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
第
17
号
ま
た
は
米
国
会
計

基
準
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

第
17
号
の
適
用
が
注
目
さ
れ

て
い
る
中
、
刊
行
さ
れ
た
本

書
は
、
18
年
７
月
刊
行
の
初

版
の
改
訂
版
で
あ
る
。
そ
の

４
年
近
く
の
間
に
生
じ
た
新

た
な
情
報
を
加
え
、
初
版
よ

り
も
約
80
㌻
増
加
さ
れ
て
い

る
。

　
と
は
い
え
、
初
版
を
手
に

し
て
い
な
い
方
も
い
る
と
思

わ
れ
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て

全
体
像
を
概
観
し
よ
う
。

　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
17
号
は
、
こ

れ
ま
で
の
保
険
会
計
と
は
異

な
り
、
保
険
契
約
負
債
を
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
・
ブ
ロ
ッ
ク
・

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
過
去

の
見
積
も
り
で
は
な
く
更
新

さ
れ
た
情
報
に
基
づ
き
測
定

し
、
保
険
契
約
負
債
の
変
動

を
当
期
純
利
益
と
そ
の
他
の

包
括
利
益
（
Ｏ
Ｃ
Ｉ
）
の
複

数
の
内
訳
科
目
に
計
上
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
本
書
「
は
じ
め
に
」
に

記
載
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ

れ
ら
の
関
係
を
把
握
す
る
た

め
に
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
17
号

に
分
散
し
て
い
る
各
要
求
事

項
を
紡
ぎ
上
げ
る
必
要
が
あ

る
。

　「
本
書
の
使
い
方
」
に
よ

れ
ば
、
ま
ず
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
17

号
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、

本
書
で
は
、
全
体
像
を
映
し

出
す
こ
と
を
意
識
し
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
根
拠
と

な
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
17
号
の
項

番
号
を
示
し
、
関
連
す
る
章

や
節
の
冒
頭
に
他
の
章
や
節

の
番
号
を
含
む
相
関
図
を
記

載
す
る
と
と
も
に
、
財
政
状

態
計
算
書
（
Ｂ
／
Ｓ
）
と
財

務
業
績
の
計
算
書
（
Ｐ
／

Ｌ
）
の
関
係
を
理
解
で
き
る

よ
う
に
、
関
連
す
る
章
や
節

の
番
号
を
参
照
す
る
な
ど
の

工
夫
を
し
て
い
る
。

　
加
え
て
本
書
で
は
、
理
解

を
深
め
る
た
め
に
多
く
の
図

表
を
掲
示
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
Ｂ
／
Ｓ
の
保
険
契
約
負

債
を
構
成
す
る
各
ブ
ロ
ッ
ク

を
示
し
た
第
５
章
図
表
４

（
71
㌻
）
を
ベ
ー
ス
に
、
Ｐ

／
Ｌ
の
各
項
目
と
の
関
係
を

示
し
た
第
６
章
の
図
表
（
保

険
収
益
は
図
表
16
〈
１
２
４

㌻
〉
、
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用

は
図
表
26
〈
１
２
９
㌻
〉
、

保
険
金
融
収
益
・
費
用
は
図

表
17
〈
１
２
４
㌻
〉
）
な
ど

は
、
財
務
諸
表
の
構
成
要
素

間
の
つ
な
が
り
を
視
覚
化
し

て
い
る
。
ま
た
、
設
例
を
設

け
て
数
値
例
と
解
説
を
示
す

こ
と
に
よ
り
、
一
層
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
第
17
号
の
把
握
を
可
能

と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
本
書
で
は
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
第
17
号
の
適
用
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
た
め
、
各
章

に
「
実
務
上
の
課
題
」
を
記

載
す
る
と
と
も
に
、
導
入
に

当
た
っ
て
想
定
さ
れ
る
検
討

『
最
新
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
保
険
契
約

―
理
論
と
仕
組
み
を
徹
底
分
析〔
改
訂
版
〕』

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
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